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                         第２０２４００１７０５９６号 

                   令 和 ６ 年 １ ０ 月 ９ 日 

 

 

各指定病院の長 

各指定老人ホームの長 

各指定身体障害者支援施設の長 

各指定保護施設の長 

鳥取刑務所長 

米子拘置支所長 

鳥取県警察本部長 

鳥取少年鑑別所長  

 

 

                   鳥取県選挙管理委員会委員長    

（公 印 省 略）      

 

    第５０回衆議院議員総選挙及び第２６回最高裁判所裁判官国民審査に係る 

    指定病院等における不在者投票の管理執行について（通知） 

 

 日頃、選挙の適正な執行に御協力くださりありがとうございます。 

 令和６年１０月２７日執行予定の第５０回衆議院議員総選挙（以下「衆議院選挙」とい

う。）及び第２６回最高裁判所裁判官国民審査（以下「国民審査」という。）において、

貴施設（以下「指定病院等」という。）で行う不在者投票の管理執行に当たっては、別添

の「指定病院等における不在者投票事務処理要領（以下「要領」という。）」によるほか、

特に下記事項に御留意の上、その取扱いに遺漏のないようよろしくお願いします。 

 なお、今回は、不在者投票管理者を対象とした説明会は開催しませんので、取扱い上の

疑問点は当委員会又は各市町村選挙管理委員会に個別にお問い合わせくださるようお願い

します。 

 また、本通知は、１０月１５日（火）を公示日、同月２７日（日）を選挙期日及び審査

期日として想定したものであり、公示日等が想定と異なることとなった場合は、適宜読み

替えてください。 

 

記 

 

１ 基本的事項 

（１）不在者投票制度は、衆議院選挙の選挙期日又は国民審査の審査期日の前日（１０月

２６日）までに選挙人に投票させる例外的な措置であるので、その管理執行に当たっ

ては、特に厳正に行い、疑義が生じた場合においては、勘や過去の経験に頼ることな
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く、常に法令等の根拠を確認の上、適切に処理すること。 

なお、法令等の解釈等について疑義を生じたときは、当委員会又は市町村の選挙管

理委員会（以下「市町村委員会」という。）と相談の上処理すること。 

（２）衆議院選挙は、衆議院小選挙区選出議員選挙（以下「小選挙区選挙」という。）及

び衆議院比例代表選出議員選挙（以下「比例代表選挙」という。）の２つの選挙で執

行されるほか、併せて国民審査も行われることとなるので、別途配付予定の「選挙の

しおり」等により選挙人への制度の周知を図られたいこと。 

（３）不在者投票の事務は、迅速かつ的確に処理することが要求され、しかも前述したと

おり、小選挙区選挙、比例代表選挙及び国民審査の３種類の投票があるので、事前に

その事務分担及び処理について計画を立てておき、万全の事務処理ができるよう配慮

すること。 

 

２ 選挙期日等及び不在者投票の期間 

（１）選挙期日等は、次のとおりであること。 

   選挙の期日（審査の期日）        １０月２７日（日） 

   選挙期日の公示日（審査期日の告示日）  １０月１５日（火） 

（２）不在者投票ができる期間は、次のとおりであること。 

区  分 自 至 

衆議院選挙 １０月１６日（選挙期日の公示日の翌日） １０月２６日（選挙期日の前日） 

国民審査 

１０月１６日（衆議院選挙と同じ日） 

１０月３０日（審査期日の前日） 
【１０月１１日～１４日までの間に新たに裁

判官が任命された場合】（※） 

１０月２０日（審査期日の７日前） 

※ １０月１１日～１４日までの間に新たに裁判官が任命された場合は、国民審

査の不在者投票は審査期日の７日前から開始されること。この場合、市町村か

ら投票用紙等が交付されるのは、１０月２０日以後となること。 

 

３ 投票用紙の様式等 

投票用紙の様式及び投票方法も選挙の種類により次のとおり異なるので、留意すると 

ともに、選挙人に周知しておくこと。 

区   分 用紙の色 文字の色 投  票  方  法 

小選挙区選挙 あさぎ色 黒  色 候 補 者 個 人 名 を 記 入                 

比例代表選挙 ピンク色  黒  色 名簿届出政党の名称又は略称を記入 

国 民 審 査       うぐいす色 黒  色 記  号  式  （  ×  印  ）                 

※ 点字用の投票用紙には、「点字投票」の表示がなされ、選挙の種類を示す点字シ

ール（小選挙区選挙「シューギイン ショーセンキョク」、比例代表選挙「シュー

ギイン ヒレイ ダイヒョー」、国民審査「サイコーサイ コクミン シンサ」）

が貼ってあること。 
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４ 不在者投票ができる者 

指定病院等で不在者投票ができる者は、当該指定病院等に入院や入所（以下「入院等」

という。）をしている選挙人で、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）（以下「法」

という。）第４８条の２第１項各号の不在者投票事由に該当することが見込まれる者に

限られること。 

したがって、当該施設の職員や入所者の付添人等は、当該施設での不在者投票はでき

ないこと。 

 

５ 投票用紙等の請求・交付 

（１）投票用紙等の請求に当たっては、入院等している選挙人の意思を必ず確認し、依頼

のあった者についてのみ、依頼書を徴した上で請求を行うこと。 

（２）投票用紙等は、当該選挙期日又は審査期日の公示日（１０月１５日）以前において

も請求が可能であること。 

（３）平成２９年から国民審査の不在者投票期間が見直され、不在者投票の開始時期が、

原則として衆議院選挙と同様となったことに伴い、（２）により衆議院選挙及び国民

審査の投票用紙の請求が併せてあった場合に、市町村委員会が衆議院選挙及び国民審

査の投票用紙等を交付するのは、原則として審査期日の告示日の翌日（１０月１６日）

以降に同時に交付することとなること。 

ただし、告示前４日以内（１０月１１日～１０月１４日）に審査対象となる裁判官

が任命された場合は、不在者投票期間は審査期日の７日前（１０月２０日）から開始

されることとなり、この場合、市町村委員会が衆議院選挙及び国民審査の投票用紙等

を交付するのは、１０月２０日以後となること。 

（４）投票用紙等の紛失は、選挙人の投票する機会の損失や、悪意ある第三者による不正

投票等につながるおそれがあることから、投票用紙等の受け渡し時の確認及びその体

制の整備を行うとともに、適時に保管状況の確認を行うなど、投票用紙等の適切な管

理を徹底すること。 

 

６ 投票の手続等 

（１）投票の順序は、先に小選挙区選挙、次に比例代表選挙と国民審査の２つを同時に行

うこととし、投票記載台は２か所設けること。 

（２）投票の記載場所については、事前に選挙人に周知するとともに、投票の秘密が保た

れるよう十分配慮し、特定の候補者や政党等の選挙運動員等が、選挙人の投票に影響

を及ぼすことのないよう注意すること。 

また、投票を記載する場所には候補者の氏名等を記載したポスター等の文書図画を

掲示してはならないものであること。 

なお、入院等している選挙人が自由に出入りできる廊下、集会室等の場所について

も、こうした文書図画が貼られることのないよう注意すること。 

（３）投票に当たっては、自由、公正、平等を心掛け、選挙人に威圧感を与えることがな
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いよう配慮するとともに、選挙権を有する者を１人以上必ず立ち会わせること。 

（４）立会人は、選挙が自由かつ公正に行われるよう不在者投票事務の執行を監視する役

割を有しており、管理執行の適正を保つためには、公正な立会人の選任が不可欠であ

ること。 

また、不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会

わせることその他の方法により不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならな

いこと（「不在者投票の公正な実施の確保について（通知）」（令和６年１０月９日

付第２０２４００１６８２０１号）参照）。なお、立会人の選定は、施設の所在する

市町村の選挙管理委員会に相談すること。 

なお、立会人は、不在者投票管理者若しくはその業務補助者又は代理投票の補助者

と兼ねることはできないこと。 

（５）代理投票の手続は、投票の秘密保持に厳正を期すとともに、適正に行うこと。 

特に、１人の補助者のみで代理投票を行うことなど絶対にないよう留意すること。 

また、代理投票において選挙人の投票を補助すべき者は、不在者投票管理者が当該

不在者投票管理者の管理する投票の記載をする場所において投票に係る事務に従事す

る者のうちから２人を定めること。 

なお、投票の記載を行う補助者は、選挙人の投票を誘導し、又は選挙人の指示を確

認しないまま記載したと疑われることのないよう、慎重かつ確実に選挙人の指示を確

認するとともに、補助者は選挙人の投票の秘密を絶対に明かしてはならないこと。 

（６）指定病院等においては、候補者の氏名及び党派別の掲示、衆議院名簿届出政党等の

名称及び略称の掲示は行わないこととされているものであること。 

なお、選挙人から候補者の氏名等、名簿届出政党等の名称等又は裁判官の氏名等を

確認したい旨の申出があった場合は、次のようなものを受付で提示する等の便宜を図

ることは差し支えないものであること。ただし、これらのものは、投票を記載する場

所内に掲示することができないことに注意すること。 

ア 小選挙区選挙 

別途送付する候補者の氏名等が告示された鳥取県公報（公示日の翌日発送）又は

市町村委員会から送付される選挙公報 

イ 比例代表選挙 

名簿届出政党等の名称・略称等についての別途通知（公示日の翌日発送）又は市

町村委員会から送付される選挙公報 

ウ 国民審査 

別途通知（公示日の翌日発送）する裁判官の氏名等又は市町村委員会から送付さ

れる審査公報 

（７）小選挙区選挙と比例代表選挙並びに国民審査の投票用紙の交付に誤りがないよう、

特に留意するとともに、選挙人に対しては投票用紙等の使用を誤らないよう適切な注

意を与えること。 

投票用紙の交付に当たっては、選挙人１人１人に「この薄い藍色の投票用紙は、小

選挙区選挙です。候補者の氏名を記載してください。」、「ピンク色の投票用紙は、
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比例代表選挙です。政党等の名称又は略称を記載してください。」あるいは「うぐい

す色の投票用紙は、国民審査です。やめさせた方がよいと思う裁判官の欄に×印を付

けてください。」というような適切な注意を与えながら、各投票用紙を別々によく確

認してもらった上で１枚ずつ交付すること。 

（８）今回の衆議院選挙及び国民審査においても、視覚障がい者自ら投票用紙の種類を識

別できるように、点字投票用紙に選挙の種類を表示する点字シールを貼ることとし、

点字投票用紙を一般の投票用紙とは別に調製している。 

市町村委員会から交付された点字用の投票用紙には、「点字投票」の表示がなさ                                    れ、

選挙の種類を示す点字シールが貼ってあるので、選挙人に点字投票させる際には、投

票用紙の交付誤りのないよう注意を払うこと。 

なお、点字シールの貼付位置及び表示内容等については、別添「指定病院等におけ

る不在者投票事務処理要領」の「点字投票用紙の選挙種類表示例」を参照のこと。 

（９）投票の記載場所における投票用紙等の提示、投票用紙への記載、内封筒及び外封筒

への封入という所定の手続を経て、選挙人から記載済みの投票用紙を封入した不在者

投票用外封筒の提出を受けたときは、不在者投票用外封筒表面の投票者の署名を必ず

確認すること。 

（10）投票者の署名を確認した後、不在者投票管理者は、不在者投票用外封筒に投票の年

月日、投票の場所及び氏名を記載し、さらに、立会人が署名すること。 

なお、立会人の署名については、必ず自書でなければならないこと。 

（11）投票が終わった投票用紙等は、選挙期日又は審査期日（１０月２７日）までに、選

挙人の属する市町村委員会に必ず到着するよう措置すること。 

投票所閉鎖時刻までに投票管理者に届かないものは、投票行為自体が無効となるの

で、郵送によるときは、必ず封筒に「選挙事務」、「不在者投票在中」と朱書きした

上で、特定封筒郵便物の交付記録郵便（レターパック）により早期に送付すること。 

 

７ 不在者投票に要する経費 

不在者投票に要した経費については、別に定める基準により算定し、別途通知する請

求手続により、不在者投票特別経費交付金が交付されるものであること。 

 

８ その他 

不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その業務上の地位を利用して選挙運動をす

ることができないこと。 

 

 

（担当） 

鳥取県選挙管理委員会事務局 石本、三谷、倉光 

電 話：０８５７－２６－７０６１ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ：０８５７－２６－８１２９ 

電子ﾒｰﾙ：senkan@pref.tottori.lg.jp 


